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1 総合計画における基本計画とは

 第５次交野市総合計画において、市の施策の方向性を示す計画です。

総
合
計
画

基本構想 「まちの将来像」とその実現のための「まちづくりの目標」を示すもの

基本計画 「まちづくりの目標」を実現するための施策体系と方向性を示すもの

実施計画 基本計画における施策体系に基づいた具体的な取組みを示すもの



2 基本計画の構成イメージ

 基本計画は、次の内容から構成します。
 進捗管理を行いつつ、４年ごとに内容の見直しを行います。

１．趣旨・概要
• 「まちづくりの目標」との関係（施策体系図）
• 計画期間における考え方・運営方針等
• ＳＤＧｓの推進
• まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 等

２．分野別施策
• 施策の名称
• 施策における現状と課題
• 目指すべき方向性
• 関連する分野別行政計画
• 主な取組み
• 施策の指標 等

SDGｓのゴール
との関係を示す。



3 「まちづくりの目標」との関係イメージ

 基本構想が示す５つの「まちづくりの目標」は、本市のまちづくりに
関わる全ての人々に共通する思いや夢を表現したものです。

 実施主体の一つである行政が、「まちづくりの目標」の実現をめざし
ていくため、行政分野との関係を体系として整理します。

１．みんながのびのび
と学び、みんなで子ど
もを育むまち

２．みんなが笑顔にあ
ふれ、互いに認め支え
合うまち

３．みんなが助け合い、
安心して住み続けられ
るまち

４．みんながつどい、
交流が生まれるまち

５．みんなで自然や文
化を慈しみ、次世代に
引き継いでいくまち

子ども・子育て分野

学校教育分野

健康・医療分野

高齢者福祉分野

防災・防犯・暮らしの安全分野

子ども・子育て分野

学校教育分野

行政分野が複数の目標にまたが
ることを想定しています。
(今後、分野の区分手法も含め、各部局と
協議・調整を進めていきます。)

都市基盤整備・住環境分野



4 ＳＤＧｓの推進

 ＳＤＧｓとは、2015年の国連サミットで採択された、持続可能な世界
を実現するための国際開発目標で、17のゴール（目標）から構成され
ています。

 本市においても、ＳＤＧｓが示す方向性が、基本構想に掲げる理念と
深く関わっていることから、各施策と17のゴールとの対応関係を示し、
一体的に取り組んでいきます。



5 まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係

 人口減少、超高齢化による様々な影響や課題を克服し、「活力ある日本社会」
を維持するため、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国全体で進められてい
る「地方創生」の取組みです。

 本市においても、「第二期交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、
取組みを進めています。

 今後は、基本構想において少子高齢化に対応するための目標を掲げていること
から、総合計画の体系の中で整理を行い、一体的に取り組んでいきます。

まち・ひと・しごと創生法
第５次

交野市総合計画

第10条第2項
(市町村まち・ひと・
しごと創生総合戦略
に掲げる事項)

第１号 まち・ひと・しごと創生に関する目標 基本構想

第２号
市町村が講ずべき施策に関する基本的
方向

基本計画

第３号
市町村が講ずべき施策を総合的かつ計
画的に実施するために必要な事項

実施計画

■まち・ひと・しごと創生法と総合計画との対応関係イメージ



6 進捗管理のイメージ

 基本計画を効率的・効果的に進めていくため、より具体的な事業を記
載することとなる実施計画なども活用しながら、施策の進捗管理を行
い、とりまとめた結果を公表します。

 施策ごとに、その推進状況を図るための指標を設定し、毎年度、進捗
を確認していくことを想定しています。

 指標には、施策の内容や所管する行政計画を踏まえて、統計的な成果
指標やアンケート結果などを活用することを想定しています。

PLAN
（事業立案）

ACTION
（改善・見直し）

DO
（事業実施）

CHECK
（点検・評価）



7 令和４年度の審議について

 第１期基本計画の審議は、次のスケジュールで行う予定です。
 審議対象のボリュームが多いため、事前の資料共有や、質問票などを
活用した意見交換の機会確保に努めますので、ご理解とご協力をおね
がいします。

審議会 日時
（場所は別途ご連絡します。）

主な議題

第５回 5/23（月）10：00～ 第１期基本計画（素案）の全体説明

第６回 6/22（水）15：00～ 分野別施策の審議①

第７回 7/４（月）15：00～ 分野別施策の審議②

第８回 7/13（水）15：00～
基本構想（案）及び
第１期基本計画（案）の全体審議

－ ７月中旬～８月中旬 パブリックコメントの実施

第９回 ８月下旬 パブリックコメントを踏まえた最終審議


